
 
（54）

は
じ
め
に

　

広
徳
二
年
（
七
六
四
）、
道
州
刺
史
の
任
に
あ
っ
た
元
結
は
、
新

題
楽
府
「
舂
陵
行
」
及
び
「
賊
退
示
官
吏
」
詩
を
制
作
し
た
。
こ
の

二
首
は
、
大
暦
元
年 

（
七
六
六
）
も
し
く
は
二
年
（
七
六
七
）、
夔

州
に
旅
寓
し
て
い
た
杜
甫
の
も
と
に
も
届
け
ら
れ
、
感
動
し
た
杜
甫

は
「
同
元
使
君
舂
陵
行
」
詩
を
作
り
唱
和
し
て
い
る
。

　
「
舂
陵
行
」
と
「
賊
退
示
官
吏
」
が
杜
甫
に
与
え
た
影
響
に
つ
い

て
は
こ
れ
ま
で
論
じ
ら
れ
て
（
1
）

い
る
が
、
本
稿
は
、
杜
甫
が
こ
の
二
首

を
ど
の
よ
う
に
読
み
、
元
結
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
た
か
を
改
め
て

検
討
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
元
結
の
新
題
楽
府
の
及
ぼ
し
た
影
響
の

一
端
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
、「
舂
陵
行
」
と
「
賊
退
示
官
吏
」

　
「
舂
陵
行
」
及
び
「
賊
退
示
官
吏
」
は
次
の
よ
う
な
作
品
で
（
2
）

あ
る
。

　
　
　

舂
陵
行
并
序

　

癸
卯
歳
、
漫
叟
授
道
州
刺
史
。
道
州
旧
四
万
余
戸
、
経
賊
已
来
、

不
満
四
千
、
大
半
不
勝
賦
税
。
到
官
未
五
十
日
、
承
諸
使
徴
求
、

符
牒
二
百
余
封
。
皆
曰
、
失
其
限
者
罪
至
貶
削
。
於
戯
、
若
悉
応

其
命
、
則
州
県
破
乱
、
刺
史
欲
焉
逃
罪
。
若
不
応
命
、
又
即
獲
罪

戻
、
必
不
免
也
。
吾
将
守
官
、
静
以
安
人
、
待
罪
而
已
。
此
州
是

舂
陵
故
地
。
故
作
舂
陵
行
、
以
達
下
情
。

（
癸
卯
の
歳
、
漫
叟
道
州
刺
史
を
授
け
ら
る
。
道
州
は
旧
四
万

余
戸
、
賊
を
経
て
已
来
、
四
千
に
満
た
ず
、
大
半
は
賦
税
に
勝

へ
ず
。
官
に
到
り
て
未
だ
五
十
日
な
ら
ざ
る
に
、
諸
使
の
徴
求
、

符
牒
二
百
余
封
を
承
く
。
皆
曰
は
く
、
其
の
限
を
失
ふ
者
は
罪

貶
削
に
至
る
、
と
。
於
戯
、
若
し
悉
く
其
の
命
に
応
ぜ
ば
、
則

ち
州
県
破
乱
し
、
刺
史
焉
く
に
か
罪
を
逃
れ
ん
と
欲
す
る
。
若

し
命
に
応
ぜ
ず
ん
ば
、
又
即
ち
罪
戻
を
獲
ん
こ
と
、
必
ず
免
れ

ざ
る
な
り
。
吾
将
に
官
を
守
り
、
静
以
て
人
を
安
ん
じ
、
罪
を

 　
　

元
結
の
新
題
楽
府
を
め
ぐ
っ
て　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

│
杜
甫「
同
元
使
君
舂
陵
行
」
に
お
け
る
元
結
│

加　
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待
た
ん
と
す
る
の
み
。
此
の
州
は
是
れ
舂
陵
の
故
地
な
り
。
故

に
舂
陵
行
を
作
り
て
、
以
て
下
情
を
達
す
。）

　

軍
国
多
所
需
、
切
責
在
有
司
。
有
司
臨
郡
県
、
刑
法
竟
欲
施
。

05
供
給
豈
不
憂
、
徴
斂
又
可
悲
。
州
小
経
乱
亡
、
遺
人
実
困
疲
。

　

大
郷
無
十
家
、
大
族
命
単
羸
。
朝
飡
是
草
根
、
暮
食
是
木
皮
。

13
出
言
気
欲
絶
、
言
速
行
歩
遅
。
追
呼
尚
不
忍
、
況
乃
鞭
扑
之
。

　

郵
亭
伝
急
符
、
来
往
跡
相
追
。
更
無
寛
大
恩
、
但
有
迫
促
期
。

21
欲
令
鬻
児
女
、
言
発
恐
乱
随
。
悉
使
索
其
家
、
而
又
無
生
資
。

　

聴
彼
道
路
言
、
怨
傷
誰
復
知
。
去
冬
山
賊
来
、
殺
奪
幾
無
遺
。

29
所
願
見
王
官
、
撫
養
以
恵
慈
。
奈
何
重
駆
逐
、
不
使
存
活
為
。

　

安
人
天
子
命
、
符
節
我
所
持
。
州
県
忽
乱
亡
、
得
罪
復
是
誰
。

37
逋
緩
違
詔
令
、
蒙
責
固
所
宜
。
前
賢
重
守
分
、
悪
以
禍
福
移
。

　

亦
云
貴
守
官
、
不
愛
能
適
時
。
顧
惟
孱
弱
者
、
正
直
当
不
虧
。

45
何
人
采
国
風
、
吾
欲
献
此
辞
。

（
軍
国
需
む
る
所
多
し
、
切
責
は
有
司
に
在
り
。
有
司
郡
県
に

臨
み
、
刑
法
竟
に
施
さ
ん
と
欲
す
。
供
給
豈
に
憂
へ
ざ
ら
ん
や
、

徴
斂
又
悲
し
む
べ
し
。
州
小
に
し
て
乱
亡
を
経
、
遺
人
実
に
困

疲
す
。
大
郷
に
十
家
無
く
、
大
族
も
命
単
羸
な
り
。
朝
飡
は
是

れ
草
根
に
し
て
、
暮
食
は
是
れ
木
皮
な
り
。
言
を
出
だ
せ
ば
気

絶
え
ん
と
欲
し
、
言
速
か
な
る
も
行
歩
遅
し
。
追
呼
す
る
も
尚

ほ
忍
び
ず
、
況
や
乃
ち
之
を
鞭
扑
す
る
を
や
。
郵
亭
急
符
を
伝

へ
、
来
往
跡
相
追
ふ
。
更
に
寛
大
の
恩
無
く
、
但
だ
迫
促
の
期

有
り
。
児
女
を
鬻
が
し
め
ん
と
欲
す
る
も
、
言
発
す
れ
ば
恐
ら

く
は
乱
随
は
ん
。
悉
く
其
の
家
を
索
め
し
む
る
も
、
而
も
又
生

資
無
し
。
彼
の
道
路
の
言
を
聴
く
に
、
怨
傷
誰
か
復
た
知
ら
ん
。

去
冬
山
賊
来
り
、
殺
奪
し
て
幾
ど
遺
す
無
し
。
願
ふ
所
は
王
官

の
、
撫
養
す
る
に
恵
慈
を
以
て
す
る
を
見
ん
こ
と
な
り
。
奈
何

ぞ
重
ね
て
駆
逐
し
て
、
存
活
を
為
さ
し
め
ざ
る
と
。
人
を
安
ん

ず
る
は
天
子
の
命
な
り
、
符
節
は
我
の
持
つ
所
な
り
。
州
県
忽

ち
乱
亡
せ
ば
、
罪
を
得
る
は
復
た
是
れ
誰
ぞ
。
逋
緩
せ
し
め
て

詔
令
に
違
ふ
、
責
を
蒙
る
は
固
よ
り
宜
し
き
所
な
り
。
前
賢
分

を
守
る
を
重
ん
ず
、
悪
く
ん
ぞ
禍
福
を
以
て
移
ら
ん
。
亦
た
云

に
官
を
守
る
を
貴
び
、
能
く
時
に
適
ふ
を
愛
せ
ず
。
顧
み
る
に

惟
れ
孱
弱
の
者
、
正
直
当
に
虧
か
ざ
る
べ
し
。
何
人
か
国
風
を

采
ら
ん
、
吾
此
の
辞
を
献
ぜ
ん
と
欲
す
。）

　
　
　

賊
退
示
官
吏
并
序

　

癸
卯
歳
、
西
原
賊
入
道
州
、
焚
焼
殺
掠
、
幾
尽
而
去
。
明
年
、

賊
又
攻
永
州
、
破
邵
、
不
犯
此
州
辺
鄙
而
退
。
豈
力
能
制
敵
歟
。

蓋
蒙
其
傷
憐
而
已
。
諸
使
何
為
忍
苦
徴
斂
。
故
作
詩
一
篇
、
以
示

官
吏
。

（
癸
卯
の
歳
、
西
原
の
賊
道
州
に
入
り
、
焚
焼
殺
掠
、
幾
ど
尽



 
（56）

く
し
て
去
る
。
明
年
、
賊
又
永
州
を
攻
め
、
邵
を
破
る
も
、
此

の
州
の
辺
鄙
な
る
を
犯
さ
ず
し
て
退
く
。
豈
に
力
能
く
敵
を
制

せ
ん
や
。
蓋
し
其
の
傷
憐
を
蒙
る
の
み
。
諸
使
何
為
れ
ぞ
忍
苦

し
て
徴
斂
せ
ん
や
。
故
に
詩
一
篇
を
作
り
て
、
以
て
官
吏
に
示

す
。）

　

昔
歳
逢
太
平
、
山
林
二
十
年
。
泉
源
在
庭
戸
、
洞
壑
当
門
前
。

05
井
税
有
常
期
、
日
晏
猶
得
眠
。
忽
然
遭
世
変
、
数
歳
親
戎
旃
。

　

今
来
典
斯
郡
、
山
夷
又
紛
然
。
城
小
賊
不
屠
、
人
貧
傷
可
憐
。

13
是
以
陥
隣
境
、
此
州
独
見
全
。
使
臣
将
王
命
、
豈
不
如
賊
焉
。

　

今
彼
徴
斂
者
、
迫
之
如
火
煎
。
誰
能
絶
人
命
、
以
作
時
世
賢
。

21
思
欲
委
符
節
、
引
竿
自
刺
船
。
将
家
就
魚
麦
、
帰
老
江
海
辺
。

（
昔
歳
太
平
に
逢
ひ
、
山
林
に
あ
る
こ
と
二
十
年
。
泉
源
庭
戸

に
在
り
、
洞
壑
門
前
に
当
た
る
。
井
税
に
常
期
有
り
、
日
晏
く

し
て
猶
ほ
眠
る
を
得
た
り
。
忽
然
と
し
て
世
変
に
遭
ひ
、
数
歳

戎
旃
を
親
ら
す
。
今
来
斯
の
郡
を
典
る
に
、
山
夷
又
紛
然
た
り
。

城
小
に
し
て
賊
屠
ら
ず
、
人
貧
に
し
て
傷
み
て
憐
れ
む
べ
し
と

す
。
是
を
以
て
隣
境
を
陥
る
る
も
、
此
の
州
独
り
全
く
せ
ら
る
。

使
臣
王
命
を
将
ふ
、
豈
に
賊
だ
に
も
如
か
ざ
ら
ん
や
。
今
彼
の

徴
斂
の
者
、
之
に
迫
る
こ
と
火
煎
の
ご
と
し
。
誰
か
能
く
人
命

を
絶
ち
て
、
以
て
時
世
の
賢
と
作
さ
ん
や
。
符
節
を
委
て
、
竿

を
引
き
て
自
ら
船
を
刺
し
、
家
を
将
て
魚
麦
に
就
き
、
江
海
の

辺
に
帰
老
せ
ん
と
思
欲
す
。）  

　
「
舂
陵
行
」
は
、
安
史
の
乱
を
経
て
疲
弊
し
た
道
州
の
刺
史
と
し

て
租
税
の
減
免
を
求
め
た
「
奏
免
科
率
状
」
と
と
も
に
制
作
さ
れ
た

新
題
楽
府
で
あ
り
、
道
州
の
疲
弊
し
た
状
況
を
中
央
に
伝
え
、
刺
史

と
し
て
租
税
の
徴
収
を
延
期
す
る
立
場
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
「
舂
陵
行
」
は
、
こ
れ
ま
で
言
わ
れ
て
い
る
よ

う
な
諷
諭
の
作
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
「
奏
免
科
率
状
」
を
補
完

す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
推
測
さ
（
3
）

れ
る
。す
な
わ
ち
、「
舂
陵
行
」

は
、
漫
叟
と
い
う
、
中
央
の
官
僚
に
対
峙
す
る
語
り
手
を
設
定
し
、

「
国
風
」（「
舂
陵
行
」
第
四
十
五
句
）
と
し
て
制
作
し
た
も
の
で
、

採
詩
の
官
に
よ
っ
て
採
取
さ
れ
て
天
子
に
「
下
情
を
達
す
」（「
舂
陵

行
」
序
）
る
こ
と
を
願
う
作
品
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
、「
賊
退
示
官
吏
」
は
、
直
接
に
は
道
州
の
官
吏
に
対
し
て

自
ら
の
感
懐
を
示
す
詩
で
あ
り
、
制
作
の
時
期
も
「
舂
陵
行
」
よ
り

数
か
月
遅
れ
て
い
る
可
能
性
が
（
4
）

高
い
。
こ
の
作
品
で
は
、「
使
臣
将

王
命
、
豈
不
如
賊
焉
（
使
臣
王
命
を
将
ふ
、
豈
に
賊
だ
に
も
如
か
ざ

ら
ん
や
）」（
第
十
五
、十
六
句
）と
徴
税
の
厳
し
さ
が
批
判
さ
れ
、「
誰

能
絶
人
命
、
以
作
時
世
賢
（
誰
か
能
く
人
命
を
絶
ち
、
以
て
時
世
の

賢
と
作
さ
ん
や
）」（
第
十
九
、
二
十
句
）
と
、
厳
し
い
表
現
に
よ
っ

て
、
徴
税
の
官
、
ひ
い
て
は
中
央
の
政
治
が
指
弾
さ
れ
て
お
り
、
終

に
は
辞
官
帰
隠
の
思
い
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
詩
に
表
出
す
る
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激
し
い
感
情
の
起
伏
は
「
舂
陵
行
」
を
凌
ぐ
も
の
で
あ
る
。

　
「
賊
退
示
官
吏
」
は
、
中
央
に
向
け
て
作
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、

道
州
の
官
吏
に
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
中
央
の
政
治
に
対
す
る

痛
烈
な
批
判
と
辞
官
の
態
度
表
明
（
第
二
十
一
〜
二
十
四
句
）
と
を

含
む
こ
の
作
品
は
、「
舂
陵
行
」
と
は
全
く
表
出
の
位
相
を
異
に
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

二
、
同
元
使
君
舂
陵
行

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、大
暦
元
年 
（
七
六
六
）
も
し
く
は
二
年
（
七

六
七
）、「
舂
陵
行
」
と
「
賊
退
示
官
吏
」
の
二
首
が
夔
州
に
あ
っ
た

杜
甫
の
も
と
に
届
け
ら
れ
る
や
、
こ
の
二
首
に
唱
和
し
た
「
同
元
使

君
舂
陵
行
」
が
制
作
さ
れ
た
。

　
　
　

同
元
使
君
舂
陵
行
并
序

　

覧
道
州
元
使
君
結
舂
陵
行
兼
賊
退
後
示
官
吏
作
二
首
、
志
之
曰
、

当
天
子
分
憂
之
地
、
效
漢
官
良
吏
之
目
。
今
盗
賊
未
息
、
知
民
疾

苦
。
得
結
輩
十
数
公
、
落
落
然
参
錯
天
下
為
邦
伯
、
万
物
吐
気
、

天
下
小
安
可
待
矣
。
不
意
復
見
比
興
体
制
、
微
婉
頓
挫
之
詞
。
感

而
有
詩
、
増
諸
巻
軸
、
簡
知
我
者
、
不
必
寄
元
。

（
道
州
元
使
君
結
の
舂
陵
行
兼
ね
て
賊
退
き
て
後
官
吏
に
示
す

作
二
首
を
覧
、
之
を
志
し
て
曰
は
く
、
天
子
分
憂
の
地
に
当
た

り
、
漢
官
良
吏
の
目
に
效
ふ
。
今
盗
賊
未
だ
息
ま
ざ
る
に
、
民

の
疾
苦
を
知
る
。
結
の
輩
十
数
公
を
得
て
、
落
落
然
と
し
て
天

下
に
参
錯
し
て
邦
伯
と
為
さ
ば
、
万
物
気
を
吐
き
、
天
下
小
し

く
安
ん
ぜ
ん
こ
と
待
つ
べ
し
。
意
は
ざ
り
き
、
復
た
比
興
の
体

制
、
微
婉
頓
挫
の
詞
を
見
ん
と
は
。
感
じ
て
詩
有
り
、
諸
を
巻

軸
に
増
し
、
我
を
知
る
者
に
簡
す
る
に
し
て
、
必
ず
し
も
元
に

寄
せ
ず
。）

　

遭
乱
髪
尽
白    

乱
に
遭
ひ
て
髪
尽
く
白
く

　

転
衰
病
相
嬰    

転
た
衰
へ
て
病
相
ひ
嬰
る

　

沈
綿
盗
賊
際    

沈
綿
た
り　

盗
賊
の
際

　

狼
狽
江
漢
行    

狼
狽
し
て
江
漢
に
行
く

05
歎
時
薬
力
薄    

時
を
歎
き
て
薬
力
薄
く

　

為
客
羸
瘵
成    

客
と
為
り
て
羸
瘵
成
る

　

吾
人
詩
家
秀    

吾
人　

詩
家
の
秀

　

博
采
世
上
名    

博
く
世
上
の
名
を
采
る

　

粲
粲
元
道
州    

粲
粲
た
り　

元
道
州

　

前
聖
畏
後
生    

前
聖　

後
生
を
畏
る

11
観
乎
舂
陵
作    

舂
陵
の
作
を
観
れ
ば

　

欻
見
俊
哲
情    

欻
ち
俊
哲
の
情
を
見
る

　

復
覧
賊
退
篇    

復
た
賊
退
の
篇
を
覧
る
に

　

結
也
実
国
楨    

結
や
実
に
国
楨
な
り

15
賈
誼
昔
流
慟    

賈
誼
は
昔
流
慟
し
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匡
衡
嘗
引
経    

匡
衡
は
嘗
て
経
を
引
く

　

道
州
憂
黎
庶    

道
州　

黎
庶
を
憂
ふ

　

詞
気
浩
縦
横    

詞
気　

浩
と
し
て
縦
横
た
り

　

両
章
対
秋
月    

両
章　

秋
月
に
対
し

　

一
字
偕
華
星    
一
字　

華
星
に
偕
し

21
致
君
唐
虞
際    
君
を
唐
虞
の
際
に
致
さ
ん
と
し

　

淳
朴
憶
大
庭    

淳
朴　

大
庭
を
憶
ふ

　

何
時
降
璽
書    

何
れ
の
時
か
璽
書
を
降
し

　

用
爾
為
丹
青    

爾
を
用
ひ
て
丹
青
と
為
さ
ん

25
獄
訟
永
衰
息    

獄
訟　

永
く
衰
息
せ
ん

　

豈
惟
偃
甲
兵    

豈
に
惟
に
甲
兵
を
偃
す
る
の
み
な
ら
ん
や

　

悽
惻
念
誅
求    

悽
惻　

誅
求
を
念
ふ

　

薄
斂
近
休
明    

薄
斂　

休
明
に
近
し

　

乃
知
正
人
意    

乃
ち
知
る　

正
人
の
意

　

不
苟
飛
長
纓    

苟
く
も
長
纓
を
飛
ば
さ
ざ
る
を 

31
涼
飇
振
南
岳    

涼
飇　

南
岳
に
振
ふ

　

之
子
寵
若
驚    

之
の
子　

寵
驚
く
が
ご
と
し

　

色
沮
金
印
大    

色
は
沮
す
金
印
の
大
な
る
に

　

興
含
滄
浪
清    

興
は
含
む
滄
浪
の
清
き
を

35
我
多
長
卿
病    

我
長
卿
の
病
多
き
も

　

日
夕
思
朝
廷    

日
夕　

朝
廷
を
思
ふ

　

肺
枯
渇
太
甚    

肺
枯
れ
て
渇
す
る
こ
と
太
甚
な
り

　

漂
泊
公
孫
城    

漂
泊
す　

公
孫
城

　

呼
児
具
紙
筆    

児
を
呼
び
て
紙
筆
を
具
へ
し
め 

　

隠
几
臨
軒
楹    

几
に
隠
り
て
軒
楹
に
臨
む

41
作
詩
呻
吟
内    

詩
を
呻
吟
の
内
に
作
れ
ば

　

墨
淡
字
攲
傾    

墨
淡
く
字
攲
傾
す

　

感
彼
危
苦
詞    

彼
の
危
苦
の
詞
に
感
ず

　

庶
幾
知
者
聴    

庶
幾
は
く
は
知
者
の
聴
か
ん
こ
と
を

　

序
は
専
ら
官
吏
と
し
て
の
元
結
を
称
揚
す
る
。
先
ず
、「
当
天
子

分
憂
之
地
、
效
漢
官
良
吏
之
目
（
天
子
分
憂
の
地
に
当
た
り
、
漢
官

良
吏
の
目
に
效
ふ
）」
と
、
元
結
が
漢
代
の
善
良
に
し
て
忠
実
な
官

吏
の
細
目
に
な
ら
っ
た
刺
史
で
あ
っ
た
こ
と
を
言
う
。「
良
吏
」と
は
、

『
漢
書
』
循
吏
伝
に
宣
帝
の
言
葉
と
し
て
「
庶
民
所
以
安
其
田
里
而

亡
歎
息
愁
恨
之
心
者
、
政
平
訟
理
也
。
与
我
共
此
者
、
其
唯
良
二
千

石
乎
。（
庶
民
の
其
の
田
里
に
安
ん
じ
て
歎
息
愁
恨
の
心
亡
き
所
以

は
、
政
平
ら
か
に
し
て
訟
理
ま
れ
ば
な
り
。
我
と
此
を
共
に
す
る
者

は
、
其
れ
唯
だ
良
二
千
石
か
。）」
と
あ
る
よ
う
に
、
政
治
が
公
平
で

あ
り
、
訴
訟
を
正
し
く
裁
き
、
黎
民
を
安
ん
じ
る
地
方
長
官
を
い
う
。

杜
甫
は
、
先
ず
元
結
こ
そ
が
王
朝
に
と
っ
て
循
良
な
官
吏
で
あ
っ
た

と
称
賛
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
舂
陵
行
」
序
の
「
吾
将
守
官
、
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静
以
安
人
、
待
罪
而
已
。（
吾
将
に
官
を
守
り
、
静
以
て
人
を
安
ん
じ
、

罪
を
待
た
ん
と
す
る
の
み
）」、
お
よ
び
「
舂
陵
行
」
の
「
安
人
天
子

命
、
符
節
我
所
持
（
人
を
安
ん
ず
る
は
天
子
の
命
な
り
、
符
節
は
我

の
持
つ
所
な
り
）」（
第
三
十
三
、
三
十
四
句
）
に
表
出
し
て
い
る
、

元
結
の
刺
史
と
し
て
の
意
識
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
「
今
盗
賊
未
息
、
知
民
疾
苦
（
今
盗
賊
未
だ
息
ま
ざ
る
に
、
民
の

疾
苦
を
知
る
）」
と
は
、
安
史
の
乱
や
西
原
の
賊
の
侵
入
に
よ
っ
て

道
州
が
疲
弊
し
て
い
る
状
況
に
あ
っ
て
も
、
元
結
は
州
民
の
困
苦
を

知
る
刺
史
で
あ
っ
た
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
が
、そ
れ
は「
舂
陵
行
」

の
第
五
〜
十
六
句
、
第
二
十
一
〜
三
十
二
句
に
描
か
れ
た
州
民
の
あ

り
さ
ま
に
、
黎
民
を
憂
え
る
元
結
の
ま
な
ざ
し
を
読
み
取
っ
た
こ
と

に
基
づ
く
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
得
結
輩
十
数
公
、
落
落
然
参
錯
天
下
為
邦
伯
、
万
物
吐
気
、
天

下
小
安
可
待
矣
。（
結
の
輩
十
数
公
を
得
て
、
落
落
然
と
し
て
天
下

に
参
錯
し
て
邦
伯
と
為
さ
ば
、
万
物
気
を
吐
き
、
天
下
小
し
く
安
ん

ぜ
ん
こ
と
待
つ
べ
し
）」
は
、
元
結
に
対
す
る
賛
辞
で
あ
る
。
杜
甫

は
元
結
の
中
に
王
朝
の
正
し
き
官
吏
た
ら
ん
と
す
る
強
い
自
負
を
読

み
取
っ
て
い
る
。
そ
の
自
負
は
、「
舂
陵
行
」
の
「
安
人
天
子
命
、

符
節
我
所
持
（
人
を
安
ん
ず
る
は
天
子
の
命
な
り
、
符
節
は
我
の
持

つ
所
な
り
）」（
第
三
十
三
、
三
十
四
句
）、「
顧
惟
孱
弱
者
、
正
直
当

不
虧（
顧
み
る
に
惟
れ
孱
弱
の
者
、正
直
当
に
虧
か
ざ
る
べ
し
）」（
第

四
十
三
、
四
十
四
句
）
に
鮮
明
に
表
出
し
て
お
り
、
ま
た
、「
賊
退

示
官
吏
」
に
お
け
る
痛
烈
な
官
僚
批
判
の
言
を
支
え
て
い
る
も
の
で

も
あ
る
。

　

序
は
続
い
て
二
首
の
詩
に
及
ぶ
。「
不
意
復
見
比
興
体
制
、
微
婉

頓
挫
之
詞
（
意
は
ざ
り
き
、
復
た
比
興
の
体
制
、
微
婉
頓
挫
の
詞
を

見
ん
と
は
）」
の
「
比
興
体
制
」、「
微
婉
頓
挫
之
詞
」
は
「
舂
陵
行
」

と
「
賊
退
示
官
吏
」
の
二
首
に
対
す
る
評
で
あ
る
が
、
従
来
「
舂
陵

行
」
の
み
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
論
じ
ら
れ
て
（
5
）

い
る
。

こ
の
二
首
は
、
前
述
の
よ
う
に
新
題
楽
府
と
詩
と
い
う
ス
タ
イ
ル
、

表
現
の
位
相
も
異
な
る
作
品
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
杜
甫
の
こ
の

評
語
が
「
舂
陵
行
」「
賊
退
示
官
吏
」
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
の

か
否
か
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
「
舂
陵
行
」
は
、「
何
人
采
国
風
」（
第
四
十
五
句
）
と
い
う
句
か

ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、『
毛
詩
』
大
序
に
「
是
以
一
国
之
事
、
繋
一

人
之
本
、
謂
之
風
（
是
を
以
て
一
国
の
事
を
、
一
人
の
本
に
繋
す
、

之
を
風
と
謂
ふ
）」
と
あ
る
の
に
な
ら
い
、
道
州
の
黎
民
の
状
況
と

刺
史
と
し
て
の
立
場
、
判
断
に
つ
い
て
詩
人
の
漫
叟
が
自
ら
の
心
に

か
け
、
中
央
に
伝
え
る
べ
く
国
風
と
し
て
の
様
式
を
も
っ
て
制
作
し

た
作
品
で
あ
る
。
杜
甫
は
、
こ
れ
を
『
詩
経
』
の
美
刺
の
伝
統
を
継

ぐ
「
比
興
体
制
」
で
あ
る
と
し
て
評
価
し
た
と
し
て
よ
い
。

　

一
方
、「
賊
退
示
官
吏
」
詩
は
「
舂
陵
行
」
の
よ
う
な
国
風
と
し
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て
の
体
裁
を
備
え
て
は
い
な
い
。
王
運
（
6
）

煕
氏
は
、
二
首
と
も
に
「
比

興
体
制
」
の
作
と
す
る
が
、
少
な
く
と
も
「
賊
退
示
官
吏
」
を
「
舂

陵
行
」
と
同
レ
ベ
ル
に
お
い
て
「
比
興
体
制
」
の
作
と
す
る
こ
と
に

は
無
理
が
あ
る
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
「
微
婉
頓
挫
之
詞
」
の
「
微
婉
」
と
は
、
春
秋
の
筆
法
を
い
う
語

で
あ
る
が
、
例
え
ば
、
劉
峻
「
弁
命
論
」
に
「
夫
聖
人
之
言
、
顕
而

晦
、
微
而
婉
（
夫
れ
聖
人
の
言
は
、
顕
に
し
て
晦
、
微
に
し
て
婉
）」

と
あ
る
よ
う
に
、
真
意
が
内
に
含
ま
れ
て
い
て
明
示
的
で
は
な
い
婉

曲
な
表
現
を
い
う
。
諷
諭
、
諷
刺
の
表
現
も
含
ま
れ
る
。

　
「
頓
挫
」
は
、
音
調
や
情
調
、
詩
文
の
展
開
が
抑
揚
に
富
む
こ
と
、

急
に
停
頓
し
た
り
変
化
し
た
り
す
る
こ
と
を
い
う
。
例
え
ば
陳
子
昂

は
「
修
竹
篇
」
序
で
、
東
方
虬
の
「
詠
孤
桐
篇
」
を
「
骨
氣
端
翔
、

音
情
頓
挫
」
と
評
し
て
い
る
。
ま
た
、
陸
機
「
遂
志
賦
」
序
に
「
衍

抑
揚
頓
挫
、怨
之
徒
也（
衍〈
馮
衍
〉の
抑
揚
頓
挫
は
、怨
の
徒
な
り
）」

と
あ
る
。
言
志
の
文
学
に
お
い
て
は
表
出
の
「
頓
挫
」
が
起
こ
る
の

で
（
7
）

あ
る
。
杜
甫
も
「
進
雕
賦
表
」
に
お
い
て
「
沈
鬱
頓
挫
」
の
語
を

用
い
て
自
ら
の
文
学
を
語
っ
て
い
る
。自
ら
を
雕
に
託
し
た「
雕
賦
」

は
激
昂
慷
慨
の
気
が
充
溢
し
た
作
で
あ
り
、
正
し
く
「
頓
挫
」
の
文

学
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
賊
退
示
官
吏
」
詩
は
、
元
結
が
周
囲
の
道
州
の
官
吏
に
対
し
て

直
截
に
自
ら
の
心
中
を
独
白
す
る
作
品
で
あ
り
、
厳
し
い
税
の
徴
収

を
迫
る
「
使
臣
」
に
対
す
る
痛
烈
な
批
判
が
展
開
さ
れ
、
一
転
し
て

辞
官
の
意
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
感
情
の
高
ぶ
り
と
表
現
の
屈
折
、

展
開
が
鮮
明
な
こ
の
詩
は
、
紛
れ
も
な
く
「
頓
挫
」
の
作
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
「
賊
退
示
官
吏
」
詩
に
は
諷
刺
、
諷
諭
の
意
が
寓
さ
れ
て

い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
詩
は
、
先
ず
太
平
の
時
に
逢
い

山
林
に
あ
っ
た
日
々
の
こ
と
を
詠
じ
て
い
る
（
第
一
〜
六
句
）。「
井

税
有
常
期
、
日
晏
猶
得
眠
（
井
税
に
常
期
有
り
、
日
晏
く
し
て
猶
ほ

眠
る
を
得
た
り
）」
の
句
は
、
律
令
制
度
が
崩
壊
し
た
匆
々
た
る
当

代
に
対
す
る
諷
刺
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、「
使
臣
将
王
命
、
豈

不
如
賊
焉
（
使
臣
王
命
を
将
ふ
、豈
に
賊
だ
に
も
如
か
ざ
ら
ん
や
）」

（
第
十
五
、
十
六
句
）、「
今
彼
徴
斂
者
、
迫
之
如
火
煎
。
誰
能
絶
人
命
、

以
作
時
世
賢
（
今
彼
の
徴
斂
の
者
、
之
に
迫
る
こ
と
火
煎
の
ご
と
し
。

誰
か
能
く
人
命
を
絶
ち
て
、
以
て
時
世
の
賢
と
作
さ
ん
や
）」（
第
十

七
〜
二
十
句
）
に
示
さ
れ
た
批
判
は
、勿
論
直
接
に
は
「
使
臣
」「
徴

斂
者
」
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
朝
廷
の
政
治
を
行
う

者
た
ち
に
向
け
ら
れ
た
厳
し
い
諷
諫
の
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

「
賊
退
示
官
吏
」
詩
は
、
ま
た
「
微
婉
」
の
作
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

　
「
舂
陵
行
」
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
作
は
、
前
述
の
と
お
り
、
道

州
の
黎
民
の
状
況
と
刺
史
と
し
て
の
立
場
、
判
断
を
伝
え
ん
と
す
る

す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
比
興
体
制
」
で
あ
る
か
ぎ
り
、
大
序

に
言
う
「
聞
之
者
足
以
戒
（
之
を
聞
く
者
は
以
て
戒
む
る
に
足
る
）」
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と
い
う
機
能
を
有
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
か

ら
、
や
は
り
中
央
の
政
治
の
あ
り
方
を
諫
め
る
意
図
が
込
め
ら
れ
て

い
る
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
杜
甫
は
、
先
ず「
舂
陵
行
」を「
比

興
体
制
」
と
評
し
、「
微
婉
頓
挫
」
を
二
首
に
共
通
す
る
表
現
の
特

色
と
し
て
捉
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

詩
中
で
は
、「
両
章
対
秋
月
、
一
字
偕
華
星
（
両
章
秋
月
に
対
し
、

一
字
華
星
に
偕
し
）」（
第
十
九
、二
十
句
）
と
、二
首
を
称
賛
し
、「
舂

陵
行
」
に
対
し
て
は
「
観
乎
舂
陵
作
、
欻
見
俊
哲
情
（
舂
陵
の
作
を

観
れ
ば
、
欻
ち
俊
哲
の
情
を
見
る
）」（
第
十
一
、
十
二
句
）
と
言
い
、

「
賊
退
示
官
吏
」
に
つ
い
て
は
「
復
覧
賊
退
篇
、
結
也
実
国
楨
（
復

た
賊
退
の
篇
を
覧
る
に
、
結
や
実
に
国
楨
な
り
）」（
第
十
三
、
十
四

句
）
と
詠
じ
て
い
る
。「
俊
哲
」
は
、才
能
見
識
の
非
凡
な
人
物
、「
国

楨
」
は
、
国
家
の
柱
、
国
家
の
支
え
と
な
る
人
物
を
い
う
。『
詩
経
』

大
雅
「
文
王
」
に
「
維
周
之
楨
（
維
れ
周
の
楨
）」
と
あ
る
の
に
基

づ
く
。
杜
甫
は
「
賊
退
示
官
吏
」
に
示
さ
れ
た
元
結
の
王
朝
に
対
す

る
態
度
を
も
っ
て
国
楨
と
称
賛
し
た
。
民
生
を
第
一
と
し
、
中
央
の

政
治
を
批
判
す
る
こ
と
も
辞
せ
ず
、
官
位
も
望
ま
ぬ
元
結
の
姿
に
感

動
し
、
彼
を
国
楨
と
呼
び
、
賈
誼
や
匡
衡
の
姿
に
重
ね
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

涙
を
流
し
慟
哭
し
て
天
下
を
論
じ
た
前
漢
の
賈
誼
や
、
経
書
を
引

い
て
政
治
を
論
じ
た
匡
衡
の
姿
は
、
ま
た
王
朝
へ
の
強
い
求
心
的
志

向
を
喚
起
す
る
も
の
で
も
あ
る
。「
致
君
唐
虞
際
、淳
朴
憶
大
庭
（
君

を
唐
虞
の
際
に
致
さ
ん
と
し
、
淳
朴
大
庭
を
憶
ふ
）」（
第
二
十
一
、

二
十
二
句
）
も
元
結
を
称
美
す
る
語
で
あ
る
が
、
こ
の
句
は
、
か
つ

て
天
宝
六
載
（
七
四
七
）、
杜
甫
が
韋
左
丞
に
贈
っ
た
詩
で
「
致
君

堯
舜
上
、
再
使
風
俗
淳
。（
君
を
堯
舜
の
上
に
致
し
、
再
び
風
俗
を

し
て
淳
な
ら
し
む
）」
と
自
ら
の
願
い
を
詠
じ
た
句
と
同
様
で
あ
る
。

元
結
の
な
か
に
唐
王
朝
へ
の
強
い
求
心
性
が
見
い
だ
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
元
結
の
姿
に
、
杜
甫
は
「
我
多
長
卿
病
、
日
夕
思
朝
廷

（
我
長
卿
の
病
多
き
も
、
日
夕
朝
廷
を
思
ふ
）」（
第
三
十
五
、
三
十

六
句
）
と
自
ら
を
振
り
返
る
。
伊
（
8
）

藤
氏
は
こ
の
二
句
は
、
杜
甫
の
自

己
批
判
と
精
一
杯
の
自
己
主
張
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
む
し
ろ
杜

甫
は
元
結
の
中
に
朝
廷
へ
の
強
い
思
い
を
読
み
取
っ
た
時
に
、
自
ら

の
内
な
る
王
朝
へ
の
強
い
求
心
性
を
改
め
て
確
認
し
た
と
解
釈
で
き

る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

三
、「
舂
陵
行
」「
賊
退
示
官
吏
」
の
影
響

　
「
舂
陵
行
」「
賊
退
示
官
吏
」
を
読
み
、
朝
廷
を
思
う
と
つ
ぶ
や
い

た
杜
甫
の
表
現
の
営
み
に
生
じ
た
変
化
に
つ
い
て
、
伊
（
9
）

藤
氏
は
「
杜

甫
は
こ
の
二
首
に
よ
り
、
か
つ
て
の
強
固
な
儒
家
意
識
を
回
復
し
、

ひ
い
て
は
彼
の
詩
的
燃
焼
を
熾
烈
に
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。」
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と
述
べ
て
い
る
。
氏
は
ま
た
「
詩
家
」
の
語
に
注
目
し
、「
吾
人
詩

家
秀
、
博
采
世
上
名
」（
第
七
、
八
句
）
に
つ
い
て
、「
詩
家
」
と
は

詩
の「
六
義
の
継
承
者
と
し
て
」の「
儒
教
的
モ
ラ
ル
に
基
礎
づ
け
」

ら
れ
た
意
識
で
あ
る
と
し
、
夔
州
に
漂
泊
す
る
杜
甫
に
と
っ
て
は
、

「
為
し
得
る
最
大
限
の
こ
と
は
、
世
上
の
詩
の
名
作
を
採
集
し
て
、

社
会
に
還
元
し
、
世
の
風
教
に
益
す
る
こ
と
く
ら
い
で
あ
る
」
と
解

釈
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
伊
（
10
）

藤
氏
は
、
夔
州
の
時
期
以
後
の
杜
甫
の
楽
府
に
つ
い
て
、

「『
縛
鶏
行
』『
折
檻
行
』『
負
薪
行
』『
最
能
行
』『
可
歎
』『
歳
晏
行
』

な
ど
の
、
社
会
の
断
面
を
え
ぐ
っ
た
現
実
主
義
的
な
作
品
が
見
え

る
。」
と
言
い
、「
大
暦
以
後
の
も
の
に
は
、
や
や
積
極
的
に
現
実
に

立
ち
む
か
お
う
と
す
る
姿
勢
が
う
か
が
わ
れ
る
。
多
く
は
日
常
身
辺

に
材
を
と
る
が
、
社
会
的
連
帯
感
が
そ
こ
に
は
あ
る
。」
と
指
摘
し

て
い
る
。

　
「
舂
陵
行
」
を
「
比
興
体
制
」
と
称
え
た
杜
甫
は
、
果
た
し
て
楽

府
と
い
う
表
現
様
式
を
ど
の
程
度
積
極
的
に
用
い
よ
う
と
し
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
晩
年
の
作
と
さ
れ
る
「
歳
晏
行
」
を
取
り
上
げ
る
。

01
歳
云
暮
矣
多
北
風  　

歳
云
に
暮
る　

北
風
多
し

　

瀟
湘
洞
庭
白
雪
中  　

瀟
湘　

洞
庭　

白
雪
の
中

　

漁
父
天
寒
網
罟
凍  　

漁
父　

天
寒
く
網
罟
凍
り

　

莫
徭
射
雁
鳴
桑
弓  　

莫
徭　

雁
を
射
て
桑
弓
を
鳴
ら
す

　

去
年
米
貴
闕
軍
食  　

去
年　

米
貴
く
軍
食
を
闕
き

　

今
年
米
賤
太
傷
農  　

今
年　

米
賤
く
太
だ
農
を
傷
ま
し
む

　

高
馬
達
官
厭
酒
肉  　

高
馬
の
達
官
は
酒
肉
に
厭
き

　

此
輩
杼
軸
茅
茨
空  　

此
の
輩　

杼
軸
茅
茨
空
し

　

楚
人
重
魚
不
重
鳥  　

楚
人
は
魚
を
重
ん
じ
て
鳥
を
重
ん
ぜ
ず

　

汝
休
枉
殺
南
飛
鴻  　

汝
枉
げ
て
南
飛
の
鴻
を
殺
す
を
休
め
よ

11
況
聞
処
処
鬻
男
女  　

況
や
聞
く　

処
処
男
女
を
鬻
ぎ

　

割
慈
忍
愛
還
租
庸  　

慈
を
割
き
愛
を
忍
び
て
租
庸
を
還
す
を

　

往
日
用
銭
捉
私
鑄  　

往
日　

銭
を
用
ふ
る
に
私
鑄
を
捉
ふ

　

今
許
鉛
鉄
和
青
銅  　

今
鉛
鉄
青
銅
に
和
す
る
を
許
す

　

刻
泥
為
之
最
易
得  　

泥
を
刻
し
て
之
を
為
る
は
最
も
得
易
き
も

　

好
悪
不
合
長
相
蒙  　

好
悪　

合
に
長
く
相
蒙あ
ざ
むく
べ
か
ら
ず

　

万
国
城
頭
吹
画
角  　

万
国　

城
頭　

画
角
を
吹
く

　

此
曲
哀
怨
何
時
終  　

此
の
曲　

哀
怨　

何
れ
の
時
に
か
終
ら
ん

　

大
暦
三
年
（
七
六
八
）、
岳
陽
に
向
か
う
時
の
作
で
あ
る
。
冒
頭

の
二
句
に
は
、
年
の
暮
れ
、
白
雪
に
包
ま
れ
た
情
景
が
描
か
れ
る
。

第
三
、
四
句
「
瀟
湘
の
水
も
洞
庭
湖
も
白
雪
の
中
に
あ
り
、
漁
師
は

寒
さ
の
た
め
に
網
が
凍
り
漁
も
で
き
ず
、
蛮
族
の
莫
徭
は
弓
を
鳴
ら

し
て
雁
を
射
て
い
る
」
は
、
第
九
、
十
句
に
対
応
し
、
漁
師
が
税
を

納
め
る
た
め
の
漁
が
で
き
な
い
こ
と
を
い
う
。
第
五
、
六
句
は
米
の
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価
格
が
適
切
で
な
く
、
今
年
は
農
民
が
苦
し
ん
で
い
る
こ
と
を
い
う
。

大
暦
二
年
（
七
六
七
）
に
は
水
害
の
た
め
、
京
官
の
職
田
の
三
分
の

一
を
減
じ
て
軍
の
食
糧
に
当
て
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
。
ま
た
、
第
七

句
は
、
大
暦
二
年
三
月
、
郭
子
儀
が
来
朝
し
た
際
、
元
載
、
第
五
琦

他
が
そ
れ
ぞ
れ
三
十
万
銭
を
出
し
て
、
郭
子
儀
の
邸
宅
で
大
宴
会
を

催
し
た
こ
と
な
ど
の
事
実
を
踏
ま
え
て
い
る
。
都
で
は
高
官
が
贅
沢

な
暮
ら
し
を
し
て
い
る
の
に
、
湖
南
の
地
で
は
必
死
に
機
織
り
を
し

て
い
る
も
の
の
、
粗
末
な
家
に
は
何
も
な
い
、
と
い
う
こ
の
二
句
は
、

「
朱
門
酒
肉
臭
、
路
有
凍
死
骨
（
朱
門
に
は
酒
肉
臭
き
に
、
路
に
凍

死
の
骨
有
り
）」（「
自
京
赴
奉
先
県
詠
懐
五
百
字
」）
を
想
起
さ
せ
る
。

第
十
一
、
十
二
句
は
、
子
供
を
売
っ
て
租
庸
に
当
て
て
い
る
こ
と
を

い
い
、
第
十
三
句
か
ら
第
十
六
句
は
、
民
間
で
鋳
造
さ
れ
た
質
の
悪

い
貨
幣
が
用
い
ら
れ
、
経
済
が
混
乱
し
て
い
る
事
実
を
伝
え
る
。
第

十
七
句
は
戦
乱
が
続
い
て
い
る
こ
と
を
い
う
。

　

こ
の
作
品
は
時
事
を
踏
ま
え
て
制
作
さ
れ
て
お
り
、
杜
甫
の
現
実

に
対
す
る
関
心
の
高
さ
を
表
す
も
の
で
あ
る
が
、
劉
辰
翁
が
「
子
美

晩
年
詩
多
雑
乱
、
無
復
語
次
。（
子
美
晩
年
の
詩
は
多
く
雑
乱
に
し

て
、
復
た
語
次
無
し
。）」
と
評
す
る
よ
う
に
、
租
税
、
貨
幣
の
問
題
、

そ
し
て
戦
乱
と
、
や
や
煩
瑣
な
内
容
が
盛
り
込
ま
れ
、
例
え
ば
か
つ

て
の
三
吏
三
別
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
物
語
性
や
問
答
の
ス
タ
イ
ル
、

対
象
に
密
着
し
て
現
実
を
え
ぐ
り
出
す
よ
う
な
迫
力
が
見
ら
れ
な
い
。

「
舂
陵
行
」
の
表
現
に
迫
る
も
の
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
。

　

一
方
、
楽
府
以
外
の
作
品
の
中
に
は
、
三
吏
三
別
を
彷
彿
と
さ
せ

る
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。「
甘
林
」
を
取
り
上
げ
る
。

01
捨
舟
越
西
岡　
　

舟
を
捨
て
て
西
岡
を
越
え

　

入
林
解
我
衣　
　

林
に
入
り
て
我
が
衣
を
解
く

　

青
芻
適
馬
性　
　

青
芻　

馬
性
に
適
ひ

　

好
鳥
知
人
帰　
　

好
鳥　

人
の
帰
る
を
知
る

　

晨
光
映
遠
岫　
　

晨
光　

遠
岫
映
じ

　

夕
露
見
日
稀　
　

夕
露　

日
を
見
て
稀
な
り

　

遅
暮
少
寝
食　
　

遅
暮　

寝
食
少
く

　

清
曠
喜
荊
扉　
　

清
曠　

荊
扉
を
喜
ぶ

　

経
過
倦
俗
態　
　

経
過　

俗
態
に
倦
む

　

在
野
無
所
違　
　

野
に
在
り
て
は
違
ふ
所
無
し

11
試
問
甘
藜
藿　
　

試
み
に
問
ふ
藜
藿
を
甘
し
と
す
る
か
と

　

未
肯
羨
軽
肥　
　

未
だ
肯
て
軽
肥
を
羨
ま
ず

　

喧
静
不
同
科　
　

喧
静　

科
を
同
じ
く
せ
ず

　

出
処
各
天
機　
　

出
処　

各
天
機
な
り

　

勿
矜
朱
門
是　
　

朱
門
の
是
な
る
を
矜
り

　

陋
此
白
屋
非　
　

此
の
白
屋
非
な
り
と
陋
と
す
る
勿
か
れ

　

明
朝
歩
隣
里　
　

明
朝　

隣
里
に
歩
む
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長
老
可
以
依　
　

長
老　

以
て
依
る
べ
し

　

時
危
賦
斂
数　
　

時
危
く
し
て
賦
斂
数
な
り

　

脱
粟
為
爾
揮　
　

脱
粟　

爾
が
為
に
揮
ふ

21
相
携
行
豆
田　
　

相
ひ
携
へ
て
豆
田
を
行
れ
ば

　

秋
花
靄
菲
菲　
　

秋
花　

靄
と
し
て
菲
菲
た
り

　

子
実
不
得
喫　
　

子
実　

喫
す
る
を
得
ず

　

貨
市
送
王
畿　
　

市
に
貨
し
て
王
畿
に
送
る

　

尽
添
軍
旅
用　
　

尽
く
軍
旅
の
用
に
添
ふ

　

迫
此
公
家
威　
　

此
の
公
家
の
威
に
迫
ら
る

　

主
人
長
跪
問　
　

主
人　

長
跪
し
て
問
ふ

　

戎
馬
何
時
稀　
　

戎
馬
何
れ
の
時
に
か
稀
な
ら
ん
と

　

我
衰
易
悲
傷　
　

我
衰
へ
て
悲
傷
し
易
く

　

屈
指
数
賊
囲　
　

指
を
屈
し
て
賊
に
囲
ま
る
る
を
数
ふ

31
勧
其
死
王
命　
　

其
に
勧
む　

王
命
に
死
し

　

慎
莫
遠
奮
飛　
　

慎
み
て
遠
く
奮
飛
す
る
こ
と
莫
か
れ
と

　
『
杜
詩
詳
注
』
は
、
大
暦
二
年
、
城
中
よ
り
瀼
西
の
甘
林
（
蜜
柑

の
園
林
）
に
戻
っ
て
き
た
時
の
作
と
す
る
。
城
中
か
ら
船
で
甘
林
に

戻
っ
て
き
た
杜
甫
は
、
ゆ
っ
た
り
と
く
つ
ろ
い
で
自
問
自
答
し
つ
つ

自
ら
の
あ
り
方
を
振
り
返
る
。
第
十
七
句
以
降
は
そ
の
翌
日
の
こ
と

を
記
す
。
翌
朝
、
杜
甫
は
、
隣
の
長
老
と
と
も
に
逍
遥
し
、「
時
代

が
危
う
く
、
徴
税
が
し
ば
し
ば
で
、
玄
米
も
役
人
に
持
っ
て
行
か
れ

て
、
な
に
も
残
っ
て
い
な
い
」
と
訴
え
る
長
老
の
言
葉
を
聞
き
な
が

ら
、
共
に
豆
の
畑
を
巡
る
。（
以
上
詳
注
の
解
釈
に
よ
る
）
第
二
十

三
句
か
ら
第
二
十
六
句
は
、
長
老
の
言
葉
と
し
て
読
め
る
。
長
老
は

「
豆
の
実
は
食
べ
ら
れ
ず
、
市
場
で
売
っ
て
そ
の
銭
を
都
に
送
る
。

す
べ
て
軍
用
に
供
さ
れ
る
が
、
お
上
の
権
威
に
迫
ら
れ
て
し
か
た
な

く
そ
う
し
て
い
る
の
だ
」
と
語
る
。
そ
し
て
跪
い
て
「
戦
争
は
何
時

に
な
っ
た
ら
無
く
な
る
の
か
」
と
尋
ね
る
。
杜
甫
は
長
老
の
言
葉
を

痛
み
悲
し
み
、
自
ら
が
賊
に
囲
ま
れ
た
回
数
を
指
折
り
数
え
、
王
命

で
あ
れ
ば
死
力
を
尽
く
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
と
勧
め
る
の
で

あ
っ
た
。

　

詩
の
後
半
の
表
現
は
、
詳
注
に
引
く
『
杜
臆
』
が
「
後
段
列
問
答

之
詞
、居
然
古
調
、与
三
吏
三
別
諸
章
参
観
、何
謂
唐
無
古
詩
乎
。（
後

段
問
答
の
詞
を
列
し
、
居
然
と
し
て
古
調
な
り
。
三
吏
三
別
の
諸
章

と
参
観
す
れ
ば
、
何
ぞ
唐
に
古
詩
無
し
と
謂
は
ん
や
。）」
と
指
摘
す

る
よ
う
に
、
三
吏
三
別
の
表
現
を
彷
彿
と
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
例

え
ば
こ
の
物
語
性
と
問
答
の
ス
タ
イ
ル
を
持
つ
場
面
を
新
題
楽
府
と

し
て
描
く
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
っ
た
ろ
う
に
、
杜
甫
は
そ
う
し

な
か
っ
た
。
杜
甫
は
夔
州
の
時
期
以
降
も
、
楽
府
の
制
作
に
対
し
て

は
実
は
そ
れ
ほ
ど
積
極
的
で
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
窺
え
る
。

　

一
方
、
伊
（
11
）

藤
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
夔
州
に
あ
っ
た
時
期
、
杜
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甫
は
長
編
の
排
律
を
制
作
し
て
い
る
。
三
十
韻
以
上
の
作
品
は
、「
夔

府
書
懐
四
十
韻
」「
贈
李
八
秘
書
別
三
十
韻
」「
秋
日
夔
府
詠
懐
奉
寄

鄭
監
李
賓
客
一
百
韻
」「
寄
劉
峽
州
伯
華
使
君
四
十
韻
」「
大
暦
三
年

春
、
白
帝
城
、
放
船
出
瞿
塘
峡
、
久
居
夔
府
、
将
適
江
陵
、
漂
泊
有

詩
、
凡
四
十
韻
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
排
律
の
制
作
は
、
杜
甫
の
詩
歌

創
作
へ
の
意
欲
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
う
ち
、「
夔
府
書
懐
四
十
韻
」（
大
暦
元
年
秋
）
は
、
自
ら
の

状
態
を
述
べ
て
天
下
の
現
状
に
及
び
、
中
央
の
政
治
に
対
す
る
尚
書

省
の
官
吏
と
し
て
の
見
解
を
示
し
た
作
品
で
あ
る
。
詩
中
に
は
、
中

央
の
租
税
の
徴
収
と
盗
賊
へ
の
対
応
に
対
す
る
見
解
が
批
判
を
含
み

つ
つ
次
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　

…
…
…
…
…　
　

…
…
…
…
…

　

使
者
分
王
命　
　

使
者　

王
命
を
分
か
ち

　

群
公
各
典
司　
　

群
公　

各
典
司
す

　

恐
乖
均
賦
斂　
　

恐
ら
く
は
賦
斂
を
均
し
く
す
る
に
乖
き

　

不
似
問
瘡
痍　
　

瘡
痍
を
問
ふ
に
似
ざ
ら
ん

　

万
里
煩
供
給　
　

万
里　

供
給
煩
は
し
く

　

孤
城
最
怨
思　
　

孤
城　

最
も
怨
思
す

　

緑
林
寧
小
患　
　

緑
林　

寧
ぞ
小
患
な
ら
ん
や

　

雲
夢
欲
難
追　
　

雲
夢　

追
ひ
難
か
ら
ん
と
欲
す

　

即
事
須
嘗
胆　
　

即
事　

須
ら
く
胆
を
嘗
む
べ
く

　

蒼
生
可
察
眉　
　

蒼
生　

眉
に
察
す
べ
し

　

…
…
…
…
…　
　

…
…
…
…
…

　
「
天
子
の
命
を
使
臣
が
各
地
方
に
伝
え
、
中
央
で
は
お
歴
歴
が
官

署
を
司
っ
て
い
る
が
、
徴
税
の
仕
方
は
均
等
で
は
な
く
、
黎
民
の
疾

苦
を
問
う
態
度
で
は
な
い
。
万
里
の
彼
方
の
地
で
も
租
税
の
供
給
が

煩
わ
し
く
、
こ
の
夔
州
で
は
人
々
が
最
も
恨
み
に
思
っ
て
い
る
。
盗

賊
は
決
し
て
小
さ
い
愁
い
で
は
な
く
、
楚
の
昭
王
が
雲
夢
に
出
か
け

て
盗
賊
に
攻
め
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
か
ら
で
は
遅
い
の

だ
。
眼
前
の
こ
と
に
即
し
て
言
え
ば
、
復
讐
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
し
、
黎
民
の
心
は
そ
の
眉
を
見
た
だ
け
で
察
す
る
よ
う
に

し
な
く
て
は
い
け
な
い
。」

　
「
使
者
分
王
命
」
は
、
天
子
の
命
を
使
臣
が
各
地
方
に
伝
え
る
こ

と
で
、元
結
「
賊
退
示
官
吏
」
詩
の
「
使
臣
将
王
命
」（
第
十
五
句
）

の
句
を
想
起
さ
せ
る
。
ま
た
、「
賦
斂
」の
語
も
同
じ
意
味
の「
徴
斂
」

が
「
舂
陵
行
」「
賊
退
示
官
吏
」
に
そ
れ
ぞ
れ
「
供
給
豈
不
憂
、
徴

斂
又
可
悲（
供
給
豈
に
憂
へ
ざ
ら
ん
や
、徴
斂
又
悲
し
む
べ
し
）」（
第

五
、
六
句
）「
今
彼
徴
斂
者
（
今
彼
の
徴
斂
の
者
）」（
第
十
七
句
）

の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
供
給
」
の
語
も
「
舂
陵
行
」
に
見

え
る
。

　

租
税
の
徴
斂
と
盗
賊
の
侵
入
は
「
舂
陵
行
」「
賊
退
示
官
吏
」
に

お
い
て
、
道
州
刺
史
元
結
が
直
面
し
た
問
題
で
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
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黎
民
へ
の
視
座
も
共
通
し
て
い
る
。

　

お
そ
ら
く
元
結
の
詩
に
触
発
さ
れ
、尚
書
省
の
郎
官
と
し
て
の「
朝

廷
を
思
う
」
意
識
と
詩
家
と
し
て
の
自
負
と
が
、
こ
の
最
も
技
量
を

求
め
ら
れ
る
排
律
の
長
編
を
制
作
せ
し
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
詩

の
第
七
十
八
句
「
哀
歌
欲
和
誰
（
哀
歌
和
せ
ん
と
欲
す
る
は
誰
ぞ
）」

が
示
す
よ
う
に
、
夔
州
に
あ
る
杜
甫
に
と
っ
て
、
そ
の
営
み
は
「
哀

歌
」
で
し
か
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
に
は
確
か
に
朝
廷
へ
の
著
し
い
求

心
性
が
表
出
し
て
い
る
。

お
わ
り
に

　
「
同
元
使
君
舂
陵
行
」
詩
は
、
元
結
の
文
学
の
称
揚
と
い
う
よ
り
、

王
朝
の
官
吏
と
し
て
の
元
結
を
称
え
る
詩
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ

と
が
杜
甫
の
心
中
に
、
王
朝
へ
の
強
い
求
心
性
を
持
つ
官
吏
と
し
て

の
意
識
を
自
覚
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。「
朝
廷
を
思
う
」
と
は
こ

の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
杜
甫
は
元
結
の
比
興
の
体
制
に
な
ら
っ
て
、

楽
府
の
形
式
に
よ
っ
て
下
情
を
達
す
る
諷
諭
の
方
法
を
積
極
的
に
と

る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
彼
は
お
そ
ら
く
比
興
の
文
学
の
限
界
を
見

定
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
元
結
の
「
舂
陵
行
」
は
杜
甫
に
驚
き
と

感
動
を
与
え
は
し
た
も
の
の
、
表
現
の
方
法
と
し
て
積
極
的
に
取
り

入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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